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「警戒度引上げ」に伴う感染防止対策の徹底等について

保護者の皆様には、平素より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。

現在、県内における新型コロナウイルス感染症の急速な拡大が続いており、８月２日（月）

に「３」へ引き上げられた警戒度が、本日４日（水）から「４」へ、更に引き上げられること

となりました。

本校では、かねてから学校における感染防止対策を講じてきたところであり、引き続き、教

育活動を実施するに当たって感染防止対策の徹底を図ってまいりますので、御家庭におかれま

しても、感染防止対策を徹底していただくとともに、生徒の体調の変化に一層の御留意をいた

だきますよう、改めてお願いいたします。

特に、夏季休業中におきましては、下記の事項に留意するようご指導願います。

記

１ 群馬県内の生徒の感染件数も増えており、家庭内感染の事例が多いことから、御

家族も含め、体調管理に努めていただくとともに、体調が優れない方がいる場合は、

速やかに主治医等に相談し、外部との接触を控えるなど、家族ぐるみでの感染防止

の徹底に、改めて御協力をお願いいたします。

なお、本人や家族が、感染者・濃厚接触者に指定された場合や、ＰＣＲ検査や抗

原検査等を受けることになった場合は、すぐに学校に連絡してください。

２ 県境をまたぐ移動については、中止又は延期とするなど、御家族も含め、慎重に

御判断いただくようお願いいたします。やむを得ず移動をする際は、「人と人との距

離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじめとした基本的な感染

対策を徹底してください。

３ 部活動について

（１）対外試合等（合同練習・練習試合・発表会・大会等）について

県内の活動を含め、練習試合、合同練習及び宿泊を伴う活動については禁止とします。

ただし、全国大会、関東大会及びその予選会や発表会等への参加は除く。

（２）校内における活動について

① 校内での活動については、各競技のガイドラインに則り、感染リスクが低い活動を

中心に行います。

② 活動に際しては、活動時間、参加人数及び活動内容等を制限するなど、感染防止対

策を徹底します。

③ 活動終了後は、速やかに帰宅するとともに、帰宅途中の生徒同士での飲食を控えて

ください。

※何かご不明な点がございましたら、学校へご連絡ください。
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